
議   第   ５４   号   

令和 ８ 年 ２ 月１６日提出   

 

   熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部改正について 

 

 熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２条第９号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの

再生等の円滑化に関する法律」に改める。 

 別表第９の１の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条第１

項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第１６３条の５９第１項」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第４７号）の施行によるマンシ

ョンの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）の一部改正に伴

い、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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